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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

関
す
る
お
知
ら
せ
ほ
か

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関

す
る
手
続
（
申
請
、
受
取
、
電

子
証
明
書
更
新
な
ど
）
は
、
住

民
課
で
予
約
制
に
て
行
っ
て
い

ま
す
。

〔
受
付
時
間
〕

　
平
日
の
午
前
９
時
か
ら
11
時

　
午
後
１
時
30
分
か
ら
４
時

＊
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
は

窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
せ
ん
。

（
夜
間
ま
た
は
休
日
窓
口
開
設

時
を
除
く
）

＊
予
約
を
さ
れ
ず
に
来
庁
さ
れ

た
場
合
、
お
手
続
き
が
で
き
な

か
っ
た
り
、
お
待
ち
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
医
療
費
等

通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　
ご
自
身
の
健
康
と
医
療
に
対

す
る
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
診
療
日
数
な
ど
の

受
診
内
容
を
確
認
し
て
い
た
だ

く
た
め
、「
医
療
費
等
通
知
書
」

を
１
月
下
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

　
通
知
書
に
は
、
診
療
年
月
、

医
療
機
関
の
名
称
、
医
療
費

（
10
割
・
自
己
負
担
相
当
額
）

な
ど
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

　
発
送
の
対
象
は
、
令
和
６
年

11
月
29
日
現
在
、
東
京
都
後
期

高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資

格
が
あ
り
、
令
和
５
年
９
月
か

ら
令
和
６
年
８
月
ま
で
の
12
か

月
間
に
、
保
険
診
療
で
医
療
機

関
な
ど
へ
の
受
診
履
歴
が
あ
る

方
で
す
。

　
確
定
申
告
の
際
に
医
療
費
等

通
知
書
を
添
付
す
る
こ
と
で
、

令
和
６
年
１
月
か
ら
８
月
ま
で

の
診
療
な
ど
に
つ
い
て
は
、「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
へ
の
記

載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
９
月
か
ら
12
月
ま
で
の
診
療

な
ど
に
つ
い
て
は
、
お
持
ち
の

領
収
書
に
基
づ
き
別
途
、「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
を
作
成

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保

険
証
利
用
登
録
を
さ
れ
た
方

は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
ご
自

身
の
医
療
費
情
報
を
閲
覧
が
で

き
、
原
則
、
２
月
９
日
に
申
告

年
分
の
１
月
か
ら
12
月
の
情
報

を
一
括
で
取
得
が
可
能
で
す
。

た
だ
し
、
は
り
・
き
ゅ
う
、
あ

ん
ま
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
な
ど
の
施

術
費
用
等
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
東
京
都
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
お
問

合
せ
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
７
０
（
０
８
６)

５
１
９

住
民
課

　
　
☎
83
‐
２
１
８
２

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
こ

れ
か
ら
作
り
た
い
方
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
通
知
書

（
ハ
ガ
キ
）
が
届
い
て
い
て
、

ま
だ
カ
ー
ド
を
受
け
取
ら
れ
て

い
な
い
方
、
電
子
証
明
書
の
更

新
を
希
望
さ
れ
る
方
が
対
象
で

す
。
　
　

　
必
ず
ご
予
約
の
う
え
、
ご
本

人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

〔
日
時
〕
１
月
23
日
（
木
）

　
　
　
午
後
５
時
30
分
～
８
時

〔
会
場
〕
役
場
住
民
課

〔
予
約
締
切
〕
１
月
17
日
（
金
）

●
持
ち
物 

〔
申
請
を
さ
れ
る
方
〕

　
２
次
元
コ
ー
ド
付
き
個
人
番

号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

＊
引
っ
越
し
な
ど
で
申
請
書
の

内
容
が
変
更
に
な
っ
た
方
や
申

請
書
を
な
く
し
た
方
は
、
住
民

課
で
申
請
書
を
再
発
行
し
ま
す

の
で
、
本
人
確
認
書
類
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

〔
交
付
を
受
け
る
方
〕

　
交
付
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）
・

通
知
カ
ー
ド
・
本
人
確
認
書
類

（
15
歳
未
満
の
方
、
ま
た
は
成

年
被
後
見
人
に
同
行
す
る
法
定

代
理
人
も
同
様
に
必
要
）
・
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち

の
方
の
み
）

〔
電
子
証
明
書
更
新
の
方
〕

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
有

効
期
限
通
知
書
（
青
い
封
筒
）

※
予
約
、
問
い
合
わ
せ
は
、

　
住
民
課

　
☎
83
‐
２
１
８
２

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
す
る
お
知
ら
せ

★
手
続
は

予
約
制
で
す

★
夜
間
臨
時
窓
口
を
予
約
制
に
て
開
設
し
ま
す

カ
ッ
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書
を
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く
し
た
方
は
、
住
民

課
で
申
請
書
を
再
発
行
し
ま
す

の
で
、
本
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確
認
書
類
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。
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交
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受
け
る
方
〕
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付
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知
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ー
ド
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方
、
ま
た
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成

年
被
後
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に
同
行
す
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法
定

代
理
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も
同
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に
必
要
）
・
住

民
基
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台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち

の
方
の
み
）

〔
電
子
証
明
書
更
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の
方
〕

　
マ
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バ
ー
カ
ー
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・
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期
限
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知
書
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い
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筒
）

※
予
約
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せ
は
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

関
す
る
お
知
ら
せ
ほ
か

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関

す
る
手
続
（
申
請
、
受
取
、
電

子
証
明
書
更
新
な
ど
）
は
、
住

民
課
で
予
約
制
に
て
行
っ
て
い

ま
す
。

〔
受
付
時
間
〕

　
平
日
の
午
前
９
時
か
ら
11
時

　
午
後
１
時
30
分
か
ら
４
時

＊
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
は

窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
せ
ん
。

（
夜
間
ま
た
は
休
日
窓
口
開
設

時
を
除
く
）

＊
予
約
を
さ
れ
ず
に
来
庁
さ
れ

た
場
合
、
お
手
続
き
が
で
き
な

か
っ
た
り
、
お
待
ち
い
た
だ
く

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
医
療
費
等

通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　
ご
自
身
の
健
康
と
医
療
に
対

す
る
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
診
療
日
数
な
ど
の

受
診
内
容
を
確
認
し
て
い
た
だ

く
た
め
、「
医
療
費
等
通
知
書
」

を
１
月
下
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

　
通
知
書
に
は
、
診
療
年
月
、

医
療
機
関
の
名
称
、
医
療
費

（
10
割
・
自
己
負
担
相
当
額
）

な
ど
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

　
発
送
の
対
象
は
、
令
和
６
年

11
月
29
日
現
在
、
東
京
都
後
期

高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
資

格
が
あ
り
、
令
和
５
年
９
月
か

ら
令
和
６
年
８
月
ま
で
の
12
か

月
間
に
、
保
険
診
療
で
医
療
機

関
な
ど
へ
の
受
診
履
歴
が
あ
る

方
で
す
。

　
確
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医
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費
等
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こ
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令
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６
年
１
月
か
ら
８
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ま
で

の
診
療
な
ど
に
つ
い
て
は
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医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
へ
の
記

載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
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で
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診
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ど
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つ
い
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は
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持
ち
の

領
収
書
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途
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医

療
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除
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細
書
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作
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し
て
い
た
だ
く
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が
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り
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す
。
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き
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則
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２
月
９
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告
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か
ら
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取
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。
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No.844 2024 年 4 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

奥
多
摩
病
院
か
ら
の

お
知
ら
せ
ほ
か 4月の休日・全夜間　担当医療機関（救急患者に限ります）

奥 多 摩 病 院
 

≪診療時間≫

　●平日外来（月～金）午前9時～ ・【受付時間】午前8時～11時30分

　〇午後診療（月曜日・水曜日・木曜日・金曜日）午後2時30分～3時30分

　　＊前日までに要予約

　〇小児予防接種（同上）午後3時30分～4時30分

　　＊予約希望日の１週間前までに要予約

　　【予約受付】平日の午後1時～4時30分・電話または窓口

≪峰谷診療所≫

　○毎月３回火曜日　　　午後2時～

　○毎月３回金曜日　　　午後2時～

≪日原診療所≫

　○毎月３回木曜日　 午後2時～

　◆受付時間外の診療も事前に電話連絡をお願いします。

　☎０４２８-８３-２１４５

　奥多摩病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

  https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/okutamabyoin/index.html

■禁煙外来（予約制）：禁煙をご希望の方は、ご利用ください。

■認知症外来（予約制）：認知症をご心配の方は、ご利用ください。

奥多摩病院からのお知らせ

国民健康保険・後期高齢者医療制度

の健康診査の予約受付

　奥多摩病院では、国民健康保険・後期高齢

者医療制度の健康診査の予約を４月８日（月）

より開始します。

　予約をされる方は、平日の午後１時から４

時３０分までの間に電話または奥多摩病院の

受付でご予約ください。

　健診の詳しい内容は、７ページをご覧くだ

さい。

４月からの奥多摩病院診療体制について

　奥多摩病院では、４月１日より整形外科を含む全

ての診察を「総合診療科」にて行います。

　「総合診療科」とは、「身近にあって、何でも相談

にのってくれる総合的な医療」のことで、「軽いめ

まいがするけど貧血か、更年期なのか」「突然熱が

出たけど、原因かわからない」「転んで足腰が痛い」

などの日常的にある、あらゆる健康問題に対応しま

す。

　今まで、整形外科を受診されていた方についても

引き続き、総合診療科にて診察させていただきます

のでご安心ください。

※予約・問い合わせは、奥多摩病院　☎８３－２１４５
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テ
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ア
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ラ
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域
さ
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テ
ィ
ア
）
事
業
は
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齢
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、
障
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ど
で
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出
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こ
と
が
困
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な
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、
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の
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え
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買
い
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る
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（
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用
会
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）
、
さ
さ
ボ
ラ
に
ご

協
力
し
て
い
た
だ
け
る
方
（
協

力
会
員
）
は
、
事
前
に
登
録
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

　
事
業
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り

た
い
方
、
登
録
を
さ
れ
た
い
方

は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
奥
多
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町

地
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テ
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≪診療時間≫

　●平日外来（月～金）午前9時～ ・【受付時間】午前8時～11時30分

　〇午後診療（月曜日・水曜日・木曜日・金曜日）午後2時30分～3時30分

　　＊前日までに要予約

　〇小児予防接種（同上）午後3時30分～4時30分

　　＊予約希望日の１週間前までに要予約

　　【予約受付】平日の午後1時～4時30分・電話または窓口

≪峰谷診療所≫

　○毎月３回火曜日　　　午後2時～

　○毎月３回金曜日　　　午後2時～

≪日原診療所≫

　○毎月３回木曜日　 午後2時～

　◆受付時間外の診療も事前に電話連絡をお願いします。
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　奥多摩病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
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■禁煙外来（予約制）：禁煙をご希望の方は、ご利用ください。

■認知症外来（予約制）：認知症をご心配の方は、ご利用ください。
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　奥多摩病院では、国民健康保険・後期高齢

者医療制度の健康診査の予約を４月８日（月）

より開始します。

　予約をされる方は、平日の午後１時から４

時３０分までの間に電話または奥多摩病院の

受付でご予約ください。

　健診の詳しい内容は、７ページをご覧くだ

さい。

４月からの奥多摩病院診療体制について

　奥多摩病院では、４月１日より整形外科を含む全

ての診察を「総合診療科」にて行います。
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まいがするけど貧血か、更年期なのか」「突然熱が
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などの日常的にある、あらゆる健康問題に対応しま

す。

　今まで、整形外科を受診されていた方についても
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ほ
か 4月の休日・全夜間　担当医療機関（救急患者に限ります）

奥 多 摩 病 院
 

≪診療時間≫

　●平日外来（月～金）午前9時～ ・【受付時間】午前8時～11時30分

　〇午後診療（月曜日・水曜日・木曜日・金曜日）午後2時30分～3時30分

　　＊前日までに要予約

　〇小児予防接種（同上）午後3時30分～4時30分

　　＊予約希望日の１週間前までに要予約

　　【予約受付】平日の午後1時～4時30分・電話または窓口

≪峰谷診療所≫

　○毎月３回火曜日　　　午後2時～

　○毎月３回金曜日　　　午後2時～

≪日原診療所≫

　○毎月３回木曜日　 午後2時～

　◆受付時間外の診療も事前に電話連絡をお願いします。

　☎０４２８-８３-２１４５

　奥多摩病院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

  https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/okutamabyoin/index.html
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